
○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
綿

障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
又
は
工
作
物
」
を
「
、
工
作
物
又
は
船
舶
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
船
舶
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
二
条

改
正
後
の
石
綿
障
害
予
防
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
（
船
舶
（
鋼
製
の
船
舶
に
限
る
。
）
に
係
る
も

の
で
あ
っ
て
、
同
令
第
二
条
に
規
定
す
る
石
綿
等
の
粉
じ
ん
を
著
し
く
発
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
開
始
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


